
※1　老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を
満たしている方が受けている年金です。

※2　合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額のことで、扶養控除や医療費控除などの
所得控除をする前の金額です。「合計所得金額」から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を、
控除し保険料段階第1～5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。

※3　保険料調整率 第1～3段階は、公費（低所得者保険料軽減負担金）による軽減措置が適用されます。（　）内は軽減がない場合の値。
令和元年10月の消費税増税により、公費による軽減措置が拡大されています。

※4 令和７年度税制改正により、令和７年中の給与所得控除の最低保証控除額が55万円から65万円に引き上げられます。一方で、介護保険制度
は介護保険料収入を見込んで、介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていま
すので、今回の税制改正により、介護保険料の収入が減少して第９期介護保険事業計画（令和６年度から令和８年度）の事業運営に支障が
出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。このことにより、令和８年
度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万１千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の

水準まで引き上げられ、また住民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。そのため、
税制改正の影響により令和８年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。介護保険
制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようにお願いいたします。

1,567円
（2,500円）

第２段階
本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が82.65万円超120万円以下の人

×0.485
（×0.685）

32,000円
（45,200円）

2,667円
（3,767円）

第12段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上
720万円未満の人

×2.3 151,800円 12,650円

第13段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の
人

×2.4 158,400円 13,200円

第10段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上
520万円未満の人

×1.9 125,400円 10,450円

第11段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上
620万円未満の人

×2.1 138,600円 11,550円

第８段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上
320万円未満の人

×1.5 99,000円 8,250円

第９段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上
420万円未満の人

×1.7 112,200円 9,350円

第６段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の
人

×1.2 79,200円 6,600円

第７段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上
210万円未満の人

×1.3 85,800円 7,150円

第４段階

本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税の人がおり、本
人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万
円以下の人

×0.9 59,400円 4,950円

第５段階

世帯の中に市民税課税の人がいるが、本人は市民税非課税
で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万
円を超える人

基準額
×1.0

66,000円 5,500円

第３段階
本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が120万円を超える人

×0.685
（×0.69）

45,200円
（45,500円）

3,767円
（3,792円）

第１段階
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者であって世帯全員が市
民税非課税の人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の課税
年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円以下の人

×0.285
（×0.455）

18,800円
（30,000円）

令和８年度　御前崎市介護保険料額

介護保険制度は40歳以上の⽅が納める保険料と税⾦を財源とした、助け合いの精神に基づく制度です。
高齢者の方が住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、またご自身やご家族が介護を必要としたときにも
安⼼して介護保険を利⽤できるよう、介護保険料の納付が義務付けられています。

所得段階 対象者 基準額に対する割合 年額保険料 参考月額保険料


